
健康増進計画『健康ふちゅう21（第３次）計画』の策定に向けて

◎計画策定の考え方
・健康増進法に定められる市町村計画として、国や県の計画を
　反映したものであること
・計画期間は令和6年度～令和17年度（12年間）
・本市の課題解決に向けた視点により、ライフステージに応じ
　た取組とすること
・自殺対策計画、食育推進計画を同時策定すること

◎計画策定の視点（ピックアップ）
　①フレイル予防に関すること
　・若い世代からフレイル予防の浸透
　・高齢者の介護予防、認知症予防
　・骨の健康づくり、オーラルフレイル
　②運動の習慣化とトレーニング
　・プールを活用した体力づくり
　・ICTやウェアラブル端末の活用
　③生活習慣予防、疾病予防
　・健康診断、がん検診の受診による疾病の早期発見・治療
　・保健指導の利用向上による生活習慣改善
　③食育の推進　⇒食育推進計画
　・若い世代からの食生活改善
　④メンタルヘルス　⇒自殺対策計画計画
　・相談体制の充実と相談窓口の周知
　・誰も自殺に追い込まない
　⑤地域での健康づくり
　・地域でつながる健康づくり

◆第３次計画構想
◎基本目標：健康寿命の延伸（第２次計画を継承）

◆第２次計画
◎基本計画：健康寿命の延伸

健康推進課（R６.4）

○健康増進法に定められる市町村計画「健康ふちゅう21（第３次）計画」を令和７年実施に向け策定する。
○府中市自殺対策計画、府中市食育推進計画を同時に策定する。
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